
■大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の会計監査人候補者の募集について 
 

令和３年１１月１７日 
高エネルギー加速器研究機構 

 
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構は、国立大学法人法の定めにより、

会計監査人の監査を受けることとされており、会計監査人の選任にあたっては文部科学大

臣が行いますが、法人において会計監査人の候補者を選定し、文部科学大臣へ会計監査人

候補者の名簿を提出することとされています。 
このため、本機構は会計監査人に就任を希望する監査法人又は公認会計士（国立大学法

人法第３５条の規定を読み替える独立行政法人法通則法第４１条に定める資格を有する

者）から企画書の募集をいたします。 
つきましては、別紙「企画書の記載事項」をご参照のうえ、提出期限までに企画書を下

記提出先へ提出願います。 
 また、会計監査人候補者の選定にあたっては、以下のとおりプレゼンテーションを実施

いたしますので、必ず参加願います。 
なお、提出された企画書の記載事項及びプレゼンテーションにおける口頭説明の中で、

貴社が本機構に対して守秘することと要望される事柄については、本機構と本機構職員が

その義務を負うことを約束いたしますので、提出書類にその旨を明記してください。 
 
 ○企画書について 

・提出期限 令和４年１月３１日（月）１７：００ 
  ・提出部数 １１部 
   ＊併せて、電子媒体でも提出願います。 
 
 ○プレゼンテーションについて 
  ・実 施 日 令和４年２月４日（金）午後の予定、詳細は、後日連絡いたします。 
  ・割当時間 一応募者あたり３０分（質疑応答を含む。）以内とする。 
        なお、プレゼンテーションについては、原則企画書に基づく説明とし、

プロジェクターの使用は可とする。 
（プロジェクターを使用する場合は、説明用 PC は説明者が準備すること。

PC の機種により、変換コネクタが必要になる場合もあるので、事前に確

認すること。） 
 
 ○候補者選定について 

プレゼンテーション実施後、本機構が定めた評価基準に基づき、選定委員会において、

審査（総得点）を行い、候補者を選定します。 
 
 
 
 



【企画書の提出先及び問い合わせ先】 
 住 所：〒３０５－０８０１  茨城県つくば市大穂１番地１ 
 担 当：高エネルギー加速器研究機構財務部主計課総務係長 栃 木 好 江 
 電 話：０２９－８６４－５１４３  ＦＡＸ：０２９－８６４－１４１０ 
 E-mail：ｓｏｕｍｕ＠ｍａｉｌ．ｋｅｋ．ｊｐ 
＊企画書の募集にあたっての説明会は開催いたしませんので、疑義等がある場合には、

担当へ連絡願います。 
 



別紙 
■ 企画書の記載事項 
 
１ 会計監査人業務 
（１） 実施体制 

① 監査方針 
本機構の特色に照らしてどのような監査に望むのか、そのポイントとなる監査方

針を記載してください。 
② 監査計画 

年間の監査実施日程を第四期中期計画期間内の各年度分全て記載してください。 
【＊契約については、年度毎に監査実績を評価することとし、文部科学大臣の選

任通知をもって、単年度の契約締結とすることを予定しています。】 
また、各年度における監査計画に関連し、往査の場所及び業務内容並びに事務所

での業務内容を明確に記載してください。 
③ 監査チームの編成状況 

実際に監査を行うチームの構成を記載してください。 
（２） 具体的な業務内容及び監査方法 

初年度の具体的な監査手法及び業務内容について、以下の事項毎に記載してくださ

い。 
・重点監査項目 
・期中・期末監査 
・システム監査 
・指導の実施 
・機構長、理事及び監事との連携に関する考え方等 
また、それらにおける基準がある場合には、併記してください。 

・大学共同利用機関法人又は本機構特有の監査事項等、実際に監査を行う要員の

実務経験等 
① 資格、身分、経験等を記載してください。 
② 大学共同利用機関法人及び国立大学法人における支援業務、会計監査業務に関与し

た経験がある場合は、法人名及び業務内容について記載してください。 
（３） 監査の執務方法については、本機構内の場合と事務所における場合にそれぞれ記載

してください。また、効率化（リモートワークなど）への取組みについても記載し

てください。 
（４） 日本公認会計士協会の定める監査の品質管理に関する指針に即した品質管理体制に

ついて、記載してください。 
 
２ 大学共同利用機関法人等への関与実績等 
（１） 大学共同利用機関法人等への業務実績 

① 大学共同利用機関法人及び国立大学法人への業務実績数（具体的な法人名と提供サ

ービスの内容） 
② 独立行政法人等への業務実績数（具体的な法人名と提供サービスの内容） 



（２） 国立大学法人会計基準等に関する知見 
① 国立大学法人会計基準等検討会議、専門部会等への参加者氏名 
② 日本公認会計士協会、公的機関における国立大学法人会計又は独立行政法人会計制

度に関連する専門部会等への参加者氏名 
 
３ 監査報酬見積費用 

第四期中期計画期間内の各年度分全て記載してください。 
（１） 執務予定日数（延べ人日数も記載） 
（２） 見積費用算定内訳 
（３） 見積費用の考え方（監査日程等契約内容に大幅な変更が生じた場合の処理方法も記

載） 
 
４ 監査法人等概要 
（１） 名称、代表者氏名、所在地、出資金 
（２） 営業収益（直近の事業年度）、５年間の収入総額 
（３） 経常利益、当期利益（直近の事業年度） 
（４） 人員（社員数、公会計部門対応者人数） 
（５） 関与会社数 
（６） 最近の貴社関与先における主な民間会社等の倒産例 
（７） 過去１年間において、公認会計士法に基づく行政処分又は監査上の重大な問題点等

の指摘を受けた有無（有の場合は内容を記載） 
（８） ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況（えるぼし認定、くる

みん認定、プラチナくるみん、ユースエール認定等。取得している場合は、認定を

証する書類の写を提出すること。） 
 
５ その他 
（１） 貴社の概要を記載したパンフレットを添付願います。 
（２） 本件の貴社の問い合わせ先、担当者氏名を記載願います。 
（３） 企画書の作成及び提出に要する費用は、貴社の負担とします。 
（４） 企画書の無効等 

① 虚偽の内容が記載されている企画書は無効とし、候補者の選定についてはこれを 
取り消します。 

② 企画書が次の条件の何れかに該当する場合は、失格とします。 
 ア 提出期限、場所及び方法等に適合していないもの。 
 イ 記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの。 
 ウ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

（５） 企画書は原則返却しないものとします。ただし、候補者として選定した提案者の企

画書以外は、提出時に返却の希望があったもののみ返却します。なお、返却を希望

する者は、その旨企画書に記載してください。 
（６） 企画書の提出期限以降における企画書の差替え及び再提出は認めません。 


